
地域建設業経営強化融資制度

中小・中堅建設企業の皆さんへ

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

■■ 公共工事請負代金債権を担保に融資を受けられます。公共工事請負代金債権を担保に融資を受けられます。

■■ 工事の出来高を超えた部分を含め融資が受けられます。工事の出来高を超えた部分を含め融資が受けられます。

■■ 低入札低入札価格調査を受けた者と契約した工事は対象外です。価格調査を受けた者と契約した工事は対象外です。

■■ 建設企業の負担する金利・手数料等を国が一部助成します。建設企業の負担する金利・手数料等を国が一部助成します。

～金融機関からの融資を受ける応援をします！～



地域建設業経営強化融資制度のイメージ地域建設業経営強化融資制度のイメージ
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当該工事の未完成部分にかかる施工資金に
ついて、金融機関から融資を受ける場合に、
保証事業会社がその債務を保証

事業協同組合等又は民間事業者が（財）建
設業振興基金の債務保証を受けて行う施工
資金の融資

ご注意！

保証会社の
金融保証を受けた
金融機関の融資

（B）

事業協同組合等
又は民間事業者
の転貸融資
（A）

前払金等
地域建設業経営強化融資制度のイメージ図であり、
実際の融資金額は、工事の出来高、保証会社の審査、
融資を行う金融機関の対応等により、異なります。

国土交通省 建設市場整備課・建設業課 TEL 03-5253-8281

北海道開発局 事業振興部 建設産業課 TEL 011-738-0233
東北地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 022-225-2171
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 TEL 048-600-1906
北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 025-370-6571
中部地方整備局 建政部 建設産業課 TEL 052-953-8572
近畿地方整備局 建政部 建設産業課 TEL 06-6942-1071
中国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 082-511-6186
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 087-811-8314 
九州地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 092-471-6355
沖縄総合事務局 開発建設部 建設産業・地方整備課

TEL 098-866-1910

（財）建設業振興基金 業務第一部 TEL  03-5473-4575

北海道建設業信用保証（株）
TEL  011-221-2092
東日本建設業保証（株）
TEL  03-3545-5125
西日本建設業保証（株）
TEL  06-6543-2109
（前払保証事業会社の各支店
でもご相談 いただけます）

北保証サービス株式会社
TEL  011-241-8654
株式会社建設経営サービス
TEL  03-3545-8534
株式会社建設総合サービス
TEL  06-6543-2848

【融資のご相談はこちらへ】 【制度のお問い合わせはこちらへ】
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建設企業の負担する金利・手数料等を
国が一部助成


